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E-mail:ookumashakyo@saturn.plala.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://okuma-shakyo.or.jp/ 

〒979-1306  

双葉郡大熊町大字大川原字南平 1920 番 1 

電話 0240-23-5171 FAX 同 5173 
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5月 15日発行 

発行：社会福祉法人 

大熊町社会福祉協議会 

生活支援ボランティアセンター「つながっぺ！おおくま」情報紙 

こ の 広 報 は 赤 い 羽 根 共 同 募 金 か ら 寄 せ ら れ た 配 分 金 に よ り 発 行 し て お り ま す 

おおくま 

 

 

 

おおくま DEサロン いわき合同サロン 

町内クリーンアップ 中通りサロン 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁ 

  ◆日本赤十字社活動資金ご協力のお願い◆ 

日本赤十字社では震災から今日まで、家電セットの贈呈や、避難所での健康増進を目的とした各種

交流会の実施など、様々な支援に取り組んで参りました。このような活動の継続のための活動資金の

募集について、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは同封の広告をご確認ください。 

＜問合せ先＞ 日本赤十字社福島県支部 TEL 024-545-7997（代） 

 

民生委員・児童委員とは 

・皆さんの生活上の心配ごと、困りごとなどの相談に応じます。また、相談内

容に応じて必要な支援が受けられるよう専門機関へのつなぎ役になります。 

・高齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなどを

行っています。 

・厚生労働大臣により委嘱を受けて活動しています。 

・子どもや子育て家庭に関する相談、支援を専門にする主任児童委員もいます。 

＜秘密は絶対守ります＞ 

民生委員・児童委員には法に基づいた守秘義務があり、相談内容を他の人に漏

らすことはありません。安心してご相談ください。 

連絡先 大熊町民生児童委員協議会（事務局：本部） 

    ＴＥＬ０２４０－２３－５１７１／FAX 同５１７３ 

 

福島県老人クラブ連合会及び福島民報社で実施している『しあわせ金婚夫婦表彰』の申込み

を受付けます。昭和４７年１月１日から同年１２月３１日までに結婚されたご夫婦が対象とな

ります。なお、昨年までに申込みの手続きをされなかったご夫婦も対象となりますので、該当

する方は下記の連絡先までお申込み下さい。 

 なお、昨年に続き敬老会と併せて表彰式を行う予定です。また、当日参加できない場合は、

表彰状と記念品を郵送いたします。 

 
受付：令和４年７月 1 日（金）まで（事務手続き、氏名確認等があるため早めの申込みお願

いします。）※表彰状をお渡ししますので、氏名は戸籍上の名前でお願いいたします。 

申込：はがきまたは、封書にて『ご夫婦の名前（ふりがな）』『年齢（申込み時点）』『避

難先の住所と郵便番号』『電話番号』『結婚年月日』を記載のうえ、下記連絡先まで

郵送願います。（各事務所でも受付けております） 

※福島民報新聞９月の「祝：金婚夫婦」特集で該当者の氏名及び年齢が掲載されます。 

 ※老人クラブ連合会に加入されていない方でも申込みいただけます。 

 

金婚夫婦表彰の受付 

 

連絡先 大熊町老人クラブ連合会（事務局：いわき連絡所） 

ＴＥＬ０２４６－３８－８９３９／ＦＡＸ０２４６－３８－８９２１ 

 

５月１２日は「民生委員・児童委員の日」 

5 月 12 日（木）～5 月 18 日（水）は活動強化週間となっております。現在、新型コロナウイルス感染予

防のため訪問を自粛しており下記チラシをポスティングさせていただいております。 

ご意見、ご相談に関してはチラシに記載されている事務局まで連絡をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善意をありがとうございました 

 

 

 ◆義援金・救援金の受付について◆ 

日本赤十字社では、「令和４年３月福島県沖地震災害義援金」「ウクライナ人道危機救援金」の受付を行って

おります。下記により受付を行っていますのでご協力をお願いいたします。なお、義援金は、被災県に設置される

義援金配分委員会に全額送金され、同委員会で定める配分基準に従って、被災者に現金で届けられます。救

援金については、世界 192の国や地域に広がる赤十字のネットワークを生かし、被災者支援のために活用させて

いただきます。 

 

 

○一般寄付者 （敬称略） 

  鈴木 歩     太陽酒造株式会社   匿名 2件 

○御遺志寄付者 （敬称略） 

  中野清美     河西確     鈴木真理     田村秀一    志賀長久    根本芳春 

  橋本聖一     髙橋清     西田成之     横田信行    吉田健一 

 

  

  

令和４年１月１日から 

   ４月３０日まで受付 

 

「令和４年３月福島県沖地震災害義援金」 

【受付期間】 令和４年 6 月 30 日（木）まで 

【受付方法】  

① 郵便振替口座 

口座番号：００１３０－７－４２１１８４ 

加入者名：日赤令和４年 3 月福島県沖地震災害義援金 

※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希

望」と明記してください。 

※ゆうちょ銀行・郵便局窓口で取扱いの場合、振込手数

料は免除されます。 

②銀行振込   金融機関：東邦銀行 南福島支店 

口座番号：（普）６１２６２５ 

口座名義：日本赤十字社福島県支部 支部長 内堀雅雄 

※東邦銀行窓口における同行間の送金手数料は無料で

す。 

③最寄の社協事務所での受付 

【留意事項】 

※日本赤十字社福島県支部では、個人からの物品寄託に

ついては原則として受け付けておりません。 

※①、②についてのご質問・お問い合わせにつきまして

は、日本赤十字社福島県支部組織振興課 

０２４－５４５－７９９８までご連絡ください。 

※税制上の取扱いや特定の被災地への直接の寄付につ

いては、日本赤十字社内のページ

（https://www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/ne

ws/2022/0323_024674.html）も併せてご確認

ください。      

 

 

➂ 

「ウクライナ人道危機救援金」 

【受付期間】 令和４年９月３０日（金）まで 

【受付方法】  

① 郵便局・ゆうちょ銀行  

口座番号：００１１０－２－５６０６ 

口座名義：日本赤十字社（二ホンセキジュウジシャ） 

※振込用紙の通信欄に、「ウクライナ人道危機」と

明記してください。受領証を希望の場合、併せて

「受領書希望」と明記のうえ、氏名・住所・電話

番号を記入してください。 

※窓口で取扱いの場合、送金手数料は免除されます。

（ＡＴＭをご利用の場合、振込手数料がかかる場

合があります） 

② 都市銀行 

ア）三井住友銀行 すずらん支店（普）2787781 

イ）三菱 UFJ 銀行 やまびこ支店（普）2105784 

ウ）みずほ銀行  クヌギ支店（普）0623471    

口座名義はいずれも、日本赤十字社（二ホンセキジ

ュウジシャ） 

【留意事項】ご質問・お問い合わせにつきましては、

日本赤十字社福島県支部事業推進課 

０２４－５４５－７９９6 までご連絡ください。 

※税制上の取扱いや特定の被災県への直接の寄付に

ついては、日本赤十字社内のページ

（https://www.jrc.or.jp/chapter/fukushima

/news/2022/0307_024174.html）も併せて

ご確認ください。                     

 

https://www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/news/2022/0323_024674.html
https://www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/news/2022/0323_024674.html
（https:/www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/news/2022/0323_024674.html）も併せてご確認ください
（https:/www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/news/2022/0323_024674.html）も併せてご確認ください
https://www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/news/2022/0307_024174.html
https://www.jrc.or.jp/chapter/fukushima/news/2022/0307_024174.html
http://www.jrc.or.jp/contribution/200707_005891.html）も併せてご確認ください
http://www.jrc.or.jp/contribution/200707_005891.html）も併せてご確認ください


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大熊町社会福祉協議会  連絡先 

◇中通り連絡所会津事業所 

住 所：〒９６５－００５９  

会津若松市インター西１１１ 

電 話：０２４２-２４-１０２１  

ＦＡＸ：０２４２-２４-１０２２ 

コールセンター：０１２０-２９-５７６０ 
 

 

◇中通り連絡所 

住 所：〒９６３－８０３５  

郡山市希望ヶ丘１１－１０ 

電 話：０２４-９５４-５７３３ 

ＦＡＸ：０２４-９５４-５７３４ 

『サロン』のお知らせ 

◇いわき連絡所 
住 所：〒９７0－１１５１ 

いわき市好間町下好間字鬼越 18 

電 話：０２４６-３８-８９２０ 

０２４６-３８-８９３９ 

ＦＡＸ：０２４６-３８-８９２１ 

 

◆本部 
住 所：〒９７９－１３０６ 

双葉郡大熊町大字大川原 

字南平 1920 番 1 

電 話：０２４０-２３-５１７１ 

ＦＡＸ：０２４０-２３-５１７３ 

    

      0   

       

 

 

 

 

 

 

 

おおくま DE サロン ＜申込先＞本部 TEL：０２４０-２３-５１７１     

➃ 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって中止となる場合がございます。 

 

 

編集後記：『目に青葉 山ほととぎす 初鰹』江戸時代にこの句が一躍有名となり、江戸っ子の間では初夏に出

回る「初鰹」を食べることが粋の証となったようです。「春夏秋冬」4 つの季節ごとに旬の食材を取り入れる

ことで、食事からも四季を感じたいものですね。≪Ｍ.Ｓ≫ 

なかどおりサロン ＜申込先＞中通り連絡所 TEL：０２４-９５４-５７３３    

開催場所 大熊町役場中通り連絡事務所 第 1・2 会議室 郡山市希望ヶ丘 11-10 

開催日・内容 6 月 16 日（木） 寄せ植え 

時  間 １回目：９時３０分から、２回目：11 時から 

定員・参加費 各 15 名・100 円  

申込期日 5 月 16 日（月） ～ ５月３１日（火）まで 

いわきサロン ＜申込先＞いわき連絡所 TEL：０２４６-３８-８９２０    

開催場所 
下矢田団地集会所  

いわき市鹿島町下矢田字榎木内 44-1 

富岡町役場いわき支所 多目的集会施設 

いわき市平北白土字宮前 8 

開催日・内容 ５月 26 日（木）健康講話 6 月 6 日（月） 太極拳 

時  間 10 時から 11 時 30 分 

定員・参加費 10 名（先着順）・100 円 10 名(先着順)・200 円 

申込期日 5 月 11 日（水） ～ 5 月 24 日（火）     ５月 17 日（火）～ ５月３１日（火） 

 

開催場所 大熊町住民福祉センター 会議室    大熊町大川原字南平 1920-1 

開催日・内容 
６月 2 日（木）介護・認知症予防（物作り） 

６月 13 日（月）介護予防運動 

時  間 10 時から 11 時 30 分 

定員・参加費 各回 10 名（先着順）・100 円  

申込期日 5 月 16 日（月） ～  各開催日の２日前まで 

 


